
日本（港）or
第三国（港）
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①水産物の所有権が日本側にあって留め置かれるケース

日本（港）輸出国（港）

保管
（留め置き）

事象発生 輸送

輸送

②水産物の所有権が輸出国事業者に譲渡され、留め置かれた際、輸出国事業者から契約不履行に基づく契
約破棄等により所有権が日本から輸出した事業者に戻されてしまうケース

日本（港）or
第三国（港）

日本（港）輸出国（港）

保管
（留め置き）

事象発生 輸送

輸送

補助対象範囲

補助対象範囲

※所有権が青は輸出元（日本）、赤は輸出先（輸出国）

※ここでいう輸出国とは、ALPS処理水放出以降に輸入規制を強化した一部の国・地域のこと。

輸出先等転換支援における輸送費支援のイメージ


